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1.はじめに

釣 りを中心とした海洋レジャーに対する意識

の高まりや､プレジャーボートの隻数増加､あ

るいは漁港の開放に伴い､一般市民の海 との関

わ りが以前に増 して大 きくなってきた (写真

1)｡しかし､このような海洋レジャー人口の増

加により､釣獲による漁業資源への漁獲圧やマ

リーナ付近における漁民とのトラブルの発生の

増加なども目立つようになってきた｡海洋レ

ジャーが漁業 と海面を共有し､ともに発展する

にあたっては､漁民と海洋レジャーの競合の実

態や意識の違いを明らかにし､共存共栄に向け

た新たな海面利用のルールづくりを行わなけれ

ばならない｡本論ではライセンス制導入の兆し

をみせる船釣 りに対する新しい取 り組みと､北

海道漁港管理条例の改正が契機 となった漁港開

写真 1 海洋レジャーはますます多様化して
発展すると予想される

放の二側面から､現在抱えている漁業 と海洋レ

ジャー産業 との問題点を考察した｡

2.海洋 レジャー産業の形態

海洋レジャーには海の利用形態別に､釣 りな

どの海産物を収穫するレジャー､海産物を購入

した り食 した りするレジャー､ダイビングや

ヨット､プレジャーボー トなどのマリンスポー

ツ､およびホェールウォッチング等の見るレ

ジャーなどが存在する｡これら海洋レジャーが

発展する要素のうち､石井 (2000)は①公共的

性格のある要素 として施設､船､生物の整備 と

いう3つを挙げ､また､②経験的に必要な要素

として､海の知識､天候､海象､船使用などを

挙げている｡施設の整備だけではなく､海の知

識の普及や漁業 との共存 を図る方策の構築が

あって､初めてこれらのレジャーが今後ますま

す発展していく下地が整い､その結果 として､

漁業 とともに活力ある漁村の創造が形作られて

いくことが予想される (図 1)0

3.海釣 りと漁業資源

平成 13年 4月に示された北海道遊漁指針(写

真 2)(2001)によると､北海道の遊漁人口は昭

和 50年代後半から著しい伸びをみせ､第 10次

漁業センサス (平成 11年度)では､海面の遊漁
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方法による分類

①

②

③

④

L

J

1

L

J

釣 り､貝掘り等多種多様な動植物を利用している

海に関心があり､漁獲物をとおして海洋レジャーとしての性格をもつ

海産物を購入したり食べたりするレジャー

祭 り､グルメ等で今後 とも漁村の活性化になると思われる性格をもつ

lァTrLlスホ丁､yJ

ダイビング､ヨット､プレジャーボー 下等に見られるように､マリンスポーツ用品を使用

して新しい海 とのつながりを持つ性格で､今後 とも大きく伸びる可能性があると思われる

IFJ旦LJ三年 -｣

ホェールウォッチング､観光定置､その他海と楽しむため子侯から大人までが対象となり､

漁業者が関心のある一般市民のため仲立ちしている性格を持ち､本事業は海への関心がま

すます盛んになると思われる

仲立ち･･･-海と海洋レクリエーションをつなぐもの

① ｢葡設､船､生物 l

公共的性格のあるものが多 く､整備が必要

海の知識､天候､海象､船使用.･-･漁業者やマリンスポーツ関係者

今後の課題

海面利用協議会 (学識経験者､漁業者､遊漁者､行政)

ル-)I,つくり (遜漁､プレジャーボート等)

･コ活力三重卸 IiP麺司
若者の定住､既存文化の発展性､国民の海への理解等

図1 海洋レクリエーションの形態 :石井 (200日)を参考に作成

者数はのべ約 216方人､内水面の遊漁者数はの

べ約 46万人に達 した とされている｡全国 と北海

道の海面遊漁者数の推移 を図 2に示す｡海面で

は､遭漁のために個人 で所有す るプレジャー

ボー トの普及や漁業者等 による船釣 り案内業

(遊漁船業)の増加 により､年間のべ約 59万人

写真 2 北海道遊漁指針

が船釣 りを行 うようになってきている｡北海道

における遊漁船に関する届 け出数 (隻数)の推

移 を図 3に示す｡船釣 りの対象は様々であるが､

田中 (1993)によれば北海道ではカレイ類､ス

ルメイが頃が多 く､そのほかにクロソィ､ ヒラ

メ､ホッケ､メバル､その他魚種 となっている｡

これに加えて最近では秋サケやサクラマスも釣

りの対象 となってお り､昨今の釣 りブームとい

図 2 海面遊漁者人口の推移 (全国および北海道)
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図 3 北海道における遊漁船に関する
届け出数の推移

われているとおり､釣 り人口や年齢構成､対象

魚種 も広がる一方である｡

船釣 りによってどの程度の資源が獲 られてい

るか､つまり釣獲の資料は余 り多 くない｡前述

田中 (1993)によれば北海道では当時の釣 り人

口年間のベ36万人がカレイ類を2,731トン､ス

ルメイカ1,056トンを釣獲したとされる｡魚種

別に平均単価を算出して魚種別の量に積算する

とおよそ22億 5千万円余 りに見積 もられる｡こ

れには磯釣 りやプレジャーボー トの分は計算外

となっている｡単純に計算すると､船釣 りでは

1回 1人あた り平均 13,768gの釣獲量に相当

する｡

北海道だけでなく､東京湾千葉県沿岸では遊

漁船によるスズキの釣獲量が内湾で 100トンあ

まり､内房で2.7トンと推定されている (尾崎

ほか､2001)｡傍島ら(1991)は京都府における

マダイ遊漁の実態を調査し､昭和 63年の遊漁に

よる推定釣獲量は60.6トンと推測した｡この量

は同年の市場調査による推定漁獲量 69.8トン

にほぼ匹敵する量であった｡神奈川県における

同様な調査 (今井ほか､1994)では1989年の東

京湾地域のマダイ推定総釣獲量は82.5トンで､

それ以前の 12年間で釣獲量が 21.6倍に増加し

たばかりでなく､遊漁によるマダイ釣獲量が漁

獲量を上回っていることが明らかとなった｡

最近の北海道のデータでは木古内湾水域にお

けるマコガレイの調査結果がある(石野､1999)｡

同水域における4- 6月のマコガレイ釣獲重量

は遊漁団体全体 (15団体)では21.461トン､遊

漁案内船 (母数 60隻分)では8.523トンと推定

された｡

その他の資料 も含めて､海釣 り､陸釣 り､プ

レジャーボー トによる釣獲量の推定について表

1にまとめた｡これによると､昨今の釣 りブー

ムが広がるにつれて北海道のみならず､釣 りの

盛んな主立った道府県では釣獲量は意外に大き

い漁獲圧になっていることが分かる｡その一方

で､近年､北海道周辺海域の資源水準は低下の

傾向であり､また､市場の国際化による輸入物

の増加などによる産地価格の低迷など漁業は厳

しい状況にある｡海の資源は限られたものであ

り､海面における水産資源の適切な利用や管理

は､海を生産活動の場 としている漁業者はもち

ろんのこと､余暇を利用して遊漁などを楽しむ

人々にとっても取 り組むべき大きな課題 となっ

ている｡釣 り人口が増加するに従って海を生業

としている漁業者 と､余暇を利用して海を楽し

む市民の間にも乱蝶が生 じるようになってき

た｡平成 10年には北海道水産林務部が漁業者､

遊漁船業者､プレジャーボート所有者を対象に

アンケー トを行った(北海道水産林務部､1999)

が､漁業者側からみると釣 り人の7割以上がマ

ナーが ｢悪い｣､｢極めて悪い｣とし､その理由

は｢ゴミの投棄｣､｢漁港近辺での違法駐車｣､｢密

漁行為｣が挙げられている｡釣り人､遊漁船業

者､ボー ト所有者からの回答でも半数以上がマ

ナーの悪さを自覚している｡｢ルールは必要であ

るか｣の問いには漁業者の約 9害はミ｢ルールは

必要｣ としている｡ルールの内容は ｢規制区域

の設定｣､｢釣獲規制サイズの設定｣､｢規制区間

の設定｣､｢魚種による数量規制｣などとなって

いる｡このような背景の中で日本各地で検討さ

れ始めたのがいわゆる海釣 りに対するライセン
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表 1 各地における釣獲の実態

海 域 対象魚種 釣 獲 量 コメ ン ト 出 典

北海道 カレイ類 2,731トン 金額にして 田中 (1993)
スルメイカ類 1,056トン 22億 5千万円

木古内 マコガレイ 遊漁団体全体 刺網500円/kg 石野 (1999)

(北海道) 21_461トン遊漁案内船8.523トン 活魚1,000円/kgとすると3,000万円程度

京都府 マダイ 60_6トン 活魚平均単価 傍島ら

このうち5_4トンが放流魚 3,600円で1,944万円程度 (1991)

神奈川県 マダイ(遊漁船) 65.7-89_6トン 遊漁>漁業 今井ら(1994)

神奈川県 マダイ(PB) 12.2トン 漁獲量の3割 今井(1994)
静岡県 マダイ 182.5トン 遊漁>漁業 柳瀬.阿井

(遊漁船) 2- 3害拍 放ゞ流魚 (1998)

静岡県 マダイ(PB) 50.4トン 漁業の約半分 柳瀬 .渥美(1998)

静岡県 マダイ稚魚(陸釣り) 8,194尾 (H5年)放流尾数の4.2% 柳瀬.渥美(1995)

ス制の導入である｡アンケー トの中でも､釣 り

人､遊漁船業者､ボー ト所有者などの半数以上

がライセンス制に理解を示すものであり､その

意識変化が背景にあったO

北海道道漁指針は､漁業 と遊漁が協調し適切

な水産資源や水面を利用して､北海道にふさわ

しい遊漁の枠組みづくりを行うことを目的とし

ている｡またー海面では｢船釣 りライセンス制｣

の導入による水面利用の秩序づくりや､栽培漁

業対象種の放流効果を高めるための幼魚や未成

魚の保護区域の設定など具体策を盛 り込んだ｡

今､釣り人を始め海洋レジャーを楽しむ人々に

おいては一層のモラルの向上が望まれている

が､モラルの向上を待っていられないほど漁業

が困難に直面しているために先だってまとめら

れたのが北海道道漁指針であり､胆振海域にお

けるサクラマス船釣 りのライセンス制試行はこ

※ PBはプレジャーボー トを指す

れらの意識の具体的な現れであった｡サクラマ

ス船釣りライセンス制は､資源の保護を目的と

していることはもちろんであるが､漁業者 と遊

漁著聞の海面利用のルールを作ることも大きな

目的となっている｡

4.胆振海域のサクラマス船釣り

ライセンス制導入の事例

サクラマスは主に日本海を中心に漁獲され､

一日本海における重要な資源 として位置付けられ

ている｡このため毎年 1千万尾を超える種苗の

放流が行われている｡胆振海域を含むえりも以

西地域では北海道全体の 13%が放流されてい

る｡放流にあたっては従来は春稚魚放流が多 く

を占めていたが､近年は幼魚時における河川内

での減耗を減らすことを目的に秋幼魚放流やス

モル ト幼魚放流が増加傾向にある｡放流された
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図 4 サクラマスの回遊経路
(｢サクラマス豆知識｣より)
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図 5 北海道におけるサクラマス漁獲量の推移

幼魚は1年半を河川で過ごすが､1.5歳魚にな

ると降海して一路北上しオホーツク海で越夏す

る｡その後 2歳魚になると秋には太平洋及び日

本海の2つの海域に分かれて南下回遊を行い､

えりも以西太平洋海域つまり胆振海域で越冬す

る(一部は日本海南部で越冬するのもある)｡越

冬後の2.5-3歳魚は成魚となって再び日本海

に入り北上する (図4)(北海道水産林務郡､

1999)｡

胆振海域の遊漁船によるサクラマスの釣獲

は､主に越冬のため高密度に魚群を形成する12

月下旬から2月下旬にかけて行われる｡道内の

サクラマス漁獲量は平成元年以降年々減少して

おり(図5)､漁業者サイドからはサクラマス資

写真 3 サクラマス船釣りライセンス制の
パンフレッ ト

源とりわけ幼魚の資源保護が望まれており､こ

れが胆振海域のサクラマス船釣 りライセンス制

感 導入へとつながった｡

ライセンス制導入当たっては平成 11年冬(ラ

イセンス制導入の1年前)に事前調査としてポ

イントチェックを行った｡サクラマス幼魚の所

在はおおかた分かっているので､サクラマスを

釣っている遊漁船､プレジャーボートが､いつ､

どこで釣 りをしているかを調査した｡この結果､

ほとんどのサクラマスを目的とした釣 り船が沖

合 5マイルラインより沖側､また､その沖合に

ある共同漁業権のラインの内側で釣 りをしてい

ることがわかり､これによりこれらのラインで

囲まれる範囲をライセンス制導入の範囲とする

ことを想定した (主に釣り人を対象に釣具店や

遊漁船業者を通 じて配布されたパフレット参

照 :写真 3)｡沖合 5マイルラインより沖側であ

るので､3-5級免許で操縦できる小型船舶に

ついては対象外となった｡時期については､サ

クラマスが越冬すると思われる時期､つまり平

成 12年度は平成 12年 12月15日から平成 13

年 3月 15日と限定された｡

ライセンスの根拠は胆振海区漁業調整委員会
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指示である｡導入にあたってはすでに行われて

いた道東の秋サケを参考にした｡実行するにあ

たっては ｢試行｣の扱いとなった｡ライセンス

制の制度化にあたっては解決すべき事項がまだ

多 く残されており､それまでは ｢試行｣として

しか行えないのである｡ライセンス制を実施す

るにあたっては胆振管内の関係各機関 (行政､

漁業協同組合､遊漁団体､プレジャーボー ト団

体など)が ｢胆振管内さくらます船釣りライセ

ンス制実行協議会｣を組織し実務を担当するこ

とになった｡実行協議会はライセンス制の実施

および運営､また､実施に伴う協力金や承認に

伴う保険加入の指導も行う｡さらにライセンス

取得船講習会も開催し､実際､平成 12年度は胆

振管内において計 5回が開催された｡

条件に該当し､かつライセンスを取得しよう

とする者 (遊漁船の船長やプレジャーボー トで

サクラマスを釣ろうという者)は胆振海区漁業

調整委員会に申請する｡ライセンスを取得した

者は遊漁者(遊漁船では釣 り客､プレジャーボー

トでは実際に釣りを行う者)に対してライセン

ス乗船証を交付するほか､いくつかの事項を遵

守させる義務がある｡前述のパフレットには次

のような項目が記載されている｡

(1)釣行時間 :日の出から正午まで

(2)釣法 :竿釣 りとし､同時に使用できる竿数

は1人 1本

(3)釣獲尾数 :釣獲し持ち帰ることができる

サクラマスは1日1人 10尾以内

(4)放流禁止等 :釣獲 したサクラマスの放流

及び販売の禁止

(5)乗船証の携帯義務 :乗船の際に船長が交

付するライセンス乗船証の携帯

(6)釣果の報告 :船長に対して下船までの釣

果報告と､訪船調査への協力

(7)駐車について :迷惑駐車の防止

(8)その他 :放流経費の一部負担やライセン

ス運営に必要な協力金の協力依頼

罰則はある｡本来､海区調整委員会指示を根

拠に船ごとにライセンスを取得した遊漁船業者

やプレジャーボー ト船長は1回目の指示違反に

対しては知事からの勧告､2回冒違反からは知

事からの改善命令を受けることがあるが､ライ

センス証は釣り人各人が乗船の際に船長から交

付されるため､それらの個人に対しては ｢指示

に従わない場合はライセンス証の取消し､また

は次回のライセンス証を取得させない等の措置

をとることがある｣となる｡

サクラマス船釣 りライセンス制の導入にあ

たっての特色は協力金の創設である｡しかし､

協力金は海区調整委員会指示ではなく､｢さくら

ます船釣りライセンス制実行協議会｣が設置規

約に独自に定めているものであり､このため実

行協議会の維持管理経費と､サクラマス放流に

あたっての民間 (漁業協同組合など)の経費分

を補うという二側面を含んでいる｡また､管理､

清掃などの運営経費も含んでいる点などから､

本来意味の ｢栽培漁業負担金｣とは異なってい

る｡本来は釣り人 1人ずつから徴収するのが本

筋である負担金ではあるが､冬場の毎回徴収は

困難であり､したがって実行協議会は船ごとに

前金で釣り人 1人あたり300円程度を目安に徴

収することになった｡

5.遊漁ライセンス制導入あたっての

問題点

胆振海域におけるサクラマスライセンス制試

行の結果についてはまだ判明していないが､胆

振海域以外のサクラマス釣 りや他の魚種につい

てもライセンス制が導入される可能性があるこ

とから､ライセンス制導入にあたっての問題点

を考察した｡
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先のアンケー ト結果からもみられるように､

釣り人､遊漁船業者､ボート所有者などの半数

以上がライセンス制に理解を示すに至った時代

背景もあることや､サクラマスの越冬個体とい

うようにわかりやすい資源という理由で､胆振

海域では道東秋サケに続いてサクラマス釣りに

対してライセンス制試行に踏み切った｡しかし､

サクラマスに限って言うと､サクラマス釣りは

日本海でも行われており､釣られるサクラマス

には他の海域での放流個体も含まれるはずであ

る｡しかし､現実に協力金を徴収されるのは冬

場 3カ月に限っての胆振海域だけである｡サク

ラマス資源保護の趣旨においては全道のサクラ

マス釣りに対して協力金を徴収しても長いので

あろうが､胆振海域以外のサクラマス釣獲につ

いては漁期や釣獲も安定せず､十分な調査が行

われていない現状では導入は慎重にならざるを

得ない｡実際にはライセンス制導入を視野に入

れて､後志や槍山海域でも調査が行われつつあ

るが､渡島や留萌海域では検討されていない｡

これからは平等性を保つことが肝要である｡ま

た､サクラマス資源の減少と遊漁による釣獲の

因果関係の科学的根拠はというと､これもまた

完全には証明されておらず､今後の課題として

残されたままの状態である｡

胆振海域のライセンス制は試行であるが､そ

れでは全道に展開される場合の条例化の可能性

はあるのだろうか｡胆振海域の現状は5マイル

ライン以内で行われる3-5級の船が対象 と

なっていないことや､国､道､市町村が行って

いる栽培漁業に対する負担金が想定されていな

いなど改良すべき点はあるが､全道展開に向け

ては､平等性を確保しつつ､科学的データを積

み重ねたのちの条例化の方向で行 くことが公平

性の面から必要であろうOまた､胆振海域のラ

イセンス制は海区漁業調整委員会指示､協力金

はライセンス制実行協議会設置規約 (胆振海域

の場合)であるなどいわゆる ｢二本立て｣であ

るが､条例化されることにより ｢二本立て｣も

解決され､また､罰則も明確になり､本来意味

の資源保護につながっていくものと思われる｡

遊漁のライセンス制導入にあたっては､おそ

らくサクラマスを対象とするだけではやはり公

平性は欠 くであろう｡とくに協力金の負担を求

めるのであれば､対象は栽培漁業を行っている

すべての魚種に対して行うことが本筋である｡

たとえば北海道における栽培漁業対象種はヒラ

メ､サケ､タロソィ､マツカフ､ニシンなどが

挙げられる｡いずれも釣 り人にとっては人気魚

種であるが､漁業との調整や資源の保護等の観

点から将来的にはなんらかのルールを策定する

必要があると思われる｡しかし､ヒラメ釣りと

カレイ釣りの区別はつくのか､陸からの釣 りは

どうするのか､つまり混獲の問題､また､サク

ラマスと異なり長期にわたる遊漁期間の問題､

さらにはそれぞれの魚種に対して､サクラマス

の場合と同様に資源の減少と遊漁による釣獲の

因果関係の科学的根拠や､資源に対する遊漁の

漁獲圧など､明らかにしなければならない課題

は多く残されている｡また､協力金に国､道､

市町村が行っている栽培漁業経費の一部を盛 り

込むとすると､釣り人一人あたりの負担が増加

することが予想され､この扱いについても慎重

に論議を行わなければならない｡さらに､ライ

センス制導入が広 く実現された場合において

も､｢金を払ったのだから何をしても良い｣との

風潮にはなるのではないかとか､釣り人口の増

加に伴う漁村の負担増など､モラル的な懸念は

残される｡
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6.プレジヤ-ボー トをとりまく

最近の情勢

近年の余暇時間の増大に伴い､都市住民のラ

イフスタイルや生活の価値観の変化から､海や

漁村は豊かな自然と触れあう場 として注目を集

めており､中でも釣りは海洋性レクリエーショ

ンの大部分を占めている｡北海道内では季節的

に海域を変えながら釣 りを楽しむ傾向があり､

このためプレジャーボー トの果たす役割は大き

く､平成 10年度末のプレジャーボー ト数(遊漁

専業船を含む)は1万3千隻弱に達した｡北海

道におけるプレジャーボー ト･遊漁船隻数の推

移を図 6に示す｡釣り場に近い漁港では､比較

的上下架しやすい漁港内船揚場があることなど

から､漁港を利用するプレジャーボー トも増加

傾向にある｡その一方で､海洋法の定着や資源

の減少などによる減船など､漁業を取 り巻 く環

境は厳しく､漁業者の高齢化や後継者不足で道

内の漁船数は減少傾向を示している｡このよう

な背景の中で､全道で285ある漁港のうちいく

つかは､数次にわたる漁港整備の結果､時期に

よっては漁船の収容能力に余裕が生まれている

(写真 4)｡

一方ではプレジャーボー ト数が増加し､一方

では漁港に余裕が生まれている現状で､北海道

漁港管理条例の一部が改正され､プレジャー

ボー ト等の漁港利用が可能になってきた｡これ

まで漁港は漁船の利用を基本 としていたため､

図 6 北海道におけるプレジャーボート･
遊漁船隻数の推移

写真 4 漁港に係留中のプレジャーボート

プレジャーボー ト等の漁港施設利用を制限して

きたが､漁港施設に余裕がある場合には､漁業

活動に支障のない範囲において､プレジャー

ボー ト等の利用する場所を指定して適正に使用

させることが ｢北海道漁港管理条例｣の一部改

正の趣旨である｡主な改正点としては､

① 漁船以外の船舟 (プレジャーボー ト等)に

ついては､プレジャーボー ト等の利用する

場所を指定し､その受け入れについては許

可制として実施する

② 管理の委託については､これまでの管理委

託先である市町村のほかに漁業協同組合

等の公共的団体を追加する

(診 罰則 については､漁船への罰則 をプレ

ジャーボー ト等にも適用し､あわせて地上

自治法の改正に伴 う過料の下限値を設定

する

④ 利用料については､漁船は従来の漁港利用

料とするが､プレジャーボー ト等について

は道内のマリーナ料金を参考に新たな単

価を設定する

などである｡

すでに一部の漁港では漁港の開放が行われて

いる｡反面､漁港の無届け利用､漁港の防波堤

や岸壁 にプレジャーボー トが係留することに

よって生じる漁船の航行や荷揚げに障害が生じ
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写真5 釣りシーズンの休日はマイカーで満杯

たり､プレジャーボー ト所有者のマナー不足や

海に親しむ開放感などから迷惑駐車 (写真 5)

や騒音発生などに加え､ゴミ投棄 (写真 6)な

ども顕在化し､景観 も損ねている｡後志管内で

は駐車場を整備 しても周知されていないことか

ら利用されない例もある(写真 7)｡海上におい

ても漁具被害が目立つようになってきている｡

とくに漁港内の放置艇は係留場所の私物化 ･利

権化､公共施設の破損などが目立ち､早急な対

策が必要となっている｡

漁港管理条例の改正はプレジャーボー トが漁

業活動に支障なく漁港の利用を可能 としていく

ため､漁港内におけるプレジャーボー ト等専用

施設を特定した上で､プレジャーボー ト等専用

施設の明示や施設へのスムーズな誘導を図るこ

とを目指している｡漁港開放にあたっては､プ

レジャーボー ト等の利用の明文化を図り､漁船

とプレジャーボー トの棲み分けを行うだけでは

なく､プレジャーボー ト所有者 と直結した各種

の啓発活動を行 うこととなったO北海道漁港管

理条例の改正 と合わせるように､健全なプレ

ジャーボー トの発展のために､平成 12年 6月に

は水産庁から ｢プレジャーボー トの所有者特定

制度と保管場所確保の義務化に関する提言 (中

間報告)｣が出され､その後､｢プレジャーボー

ト係留･保管対策に関する提言 (最終報告)｣ と

写真 6 漁港のゴミ投棄も顕在化

なるに至ったOこれまでプレジャーボー トの購

入に際しては､保管登録制度や正規の停けい港

の確認が義務付けられていなかったが､今後は

プレジャーボー トが漁業に支障なく漁港に係留

するに当たって､プレジャーボー ト所有者の自

己責任が問われるばかりではなく､製造 ･販売

事業者等による取 り組みが重要となることは言

うまでもない｡

7.漁港開放にあたっての問題点

｢北海道漁港管理条例｣の一部改正によりプレ

ジャーボー トも漁港に利用が可能になり､その

一方でプレジャーボー トの係留や保管に対して

自己責任が求められるようになったが､それで

は制度を整えるだけで漁港における健全なプレ

写真 7 日曜日でもほとんど章がみられない漁港
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写真 8 小樽マリーナの風景

ジャーボー トの使用ができるようになったので

あろうかO実際､中小の漁港においてはマリー

ナはどプレジャーボー トの基地 としての整備は

進んでいない｡その中のひとつにプレジャーボー

トの航行上の安全に関する設備の問題が挙げら

れる｡プレジャーボートは海象､気象情報､漁

具位置などの情報をどのように入手するのであ

ろうか｡たとえば小樽マリーナ(写真 8)をみる

と､出港するプレジャーボー ト船長は掲示板か

ら情報を入手できるようになっている(写真 9)｡

漁港を利用するプレジャーボー トに対してこ

れらの情報を最新情報として逐次提倶するには

限度がある｡漁業無線を利用する方法 もあるが､

現状では漁船に向けての業務で手一杯の状態で

ある｡また､無線 自体を所持 していないプレ

ジャーボー トも多 くある｡次にプレジャーボー

トに対する漁港の設備の問題 もある｡燃料の入

手や斜路の使用､あるいは時化の場合の処置な

どについて早急なルールを確立することが必要

であろう｡さらに今後､希望者が増加した場合

の対応はどうなるのか｡現在道内には1万3千

隻のプレジャーボー トが存在し､これに将来的

に年間500-900隻程度の増加が見込まれてい

る｡マリーナは室蘭市､函館市､小樽市､江差

町､瀬棚町､増毛町を中心に整備がされている

が､水面､陸上 を合わせた総体の収容能力は

写真9小樽マリーナにおける掲示板

1,193隻であり､今後増加する分は漁港に係留

されることが予想される｡漁港におけるプレ

ジャーボー トの受け入れについては始まったば

かりであるが､すでに明確な将来ビジョンが求

められているのである｡漁港利用に関する諸手

続がわからないまま､結果 として漁港を無届け

で利用している実態がすでにあるのに加えて､

プレジャーボー トの漁港を利用する時間帯は早

朝が多 く､この時間帯は利用届け出の受理を委

託する市町村職員や漁業協同組合職員が勤務時

間外であることも周辺課題 として残る｡

物理的な問題に対 しては地元市町村や漁業協

同組合 とプレジャーボー ト所有者らとの協議に

よって解決できる場合 もある｡しかし､プレ

ジャーボー トの団体は全道に76団体が組織さ

れているとはいえ､全道統一した組織がないば

かりでなく､プレジャーボー ト団体に未加入の

所有者も多 く､プレジャーボー ト側においても

早急な組織化が望まれるところである｡

インフラス トラクチャーの整備や団体組織に

よりい くつかの問題が解決 した場合で も､マ

ナーの問題は依然として残る｡前述のゴミ問題､

不法駐車などいずれも漁業協同組合や漁民の負

担 となっている｡一部の｢無法者｣や漁業の｢セ

ミプロ｣の出現なども心配されている｡
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8.今後の漁村のあり方

これからの漁村のあり方として､これまでの

資源依存型の漁業から脱却し､大都市近郊､交

通機関の窓口 (空港､フェリーターミナル､高

速道路)などの地理的条件を活用して､海の多

面的な利用による漁業経営の体質強化が望まれ

る｡現状の魚価の低迷による漁業収入の減少､

販売や購買事業の取扱高の減少による漁協の収

支構造の悪化､さらにはプレジャーボー ト等海

洋性レクリエーションの発展による海面や資源

利用のトラブルを乗 り越えて､新しい取 り組み

が必要となっている｡とくに海洋性レクリエー

ションの発展に際しては､漁業協同組合が窓口

となって漁場や施設の管理を行うことによる海

面利用秩序の維持が必要になってくる｡とくに

プレジャーボートに関しては漁港は開放された

ものの､利用に際してのインフラは未だ整備が

十分ではなく､解決すべき問題は多いと考える｡

この点に関しては渡島管内木古内町漁業協同

組合の例が参考になると思われる｡

同漁業協同組合では10年ほど前から木古内

湾のマコガレイを目当てにした釣り客や釣り目

的のプレジャーボー トが増加 してきた｡プレ

ジャーボー トの増加に伴い漁具被害や漁獲量の

減少が目立ち始めた｡遊漁に対する法律がない

ことから同漁業協同組合は､平成 12年 3月にプ

レジャーボー トの所有者団体や主としてこの海

域を釣 り場とする遊漁団体 と漁場利用協定を締

結した｡主な内容は同漁業協同組合が共同漁業

権を有する木古内湾の海面のうち､底建網やホ

タテ養殖施設などが入る約 45%に遊漁禁止区

域を設定するとともに､体調 20cm未満のマコ

ガレイの採掃禁止などを盛 り込んだ｡有効期限

はとりあえず 1年であったが､どちらかの異議

申し立てがない限り､効力は自動的に延長され

る｡

写真 10 本古内町漁業協同組合が
配布したパンフレット

協定締結後の追跡調査によると､禁止区域が

明確となり地元遊漁団体は協定を遵守している

ことが判明した｡また､組合で作成した漁場マッ

プの配布 (写真 10)や北海道新聞の記事などで

協定が知られることとなり､函館にある遊漁団

体等 も協定内容を遵守していることが分かっ

た｡漁民にとっては協定締結により漁具被害が

なくなり､満足しているとの声があがり始めて

いる｡とくに協定を結んだことによって､底建

網､タコ箱､養殖施設にプレジャーボートがア

ンカー代わりにつかまったり､ロープを切った

りというトラブルは皆無になった｡さらに重要

なことは､漁業者の意識も変化したことが挙げ

られる｡たとえば以前はプレジャーボー トに対

して喧嘩腰であった漁民が､プレジャーボート

に対してソフトになったとの報告もある｡協定

締結に先立つ資源調査の影響を受けて､漁業者

の資源管理意識も向上した｡協定締結に際して

は貯余曲折があり､様々な問題点もすべて解決

したとはいえないが､木古内町漁業協同組合の

例は､今後の北海道のモデルケースとなりうる

可能性は大きいと思われる｡

9.おわりに

実際に中小の漁港に立ってみると ｢釣り｣と

｢プレジャーボート｣は決して独立した問題では

なく､漁港を利用しているプレジャーボー トの
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大部分が釣 りを目的としていることが分かる｡

つまり､行政サイドからみると ｢釣 り問題｣へ

の新たな取 り組みと ｢プレジャ-ボー ト｣に対

する新しい仕組みは偶然に同時期に重なったに

すぎないかもしれないが､漁業者や釣 り客ある

いはプレジャーボー ト所有者サイドにとっては

大きな時代の変わり目と映ろう｡しかし､プレ

ジャーボー トが増 える とい う ことは､プ レ

ジャーボー トによる釣獲が増加し､これが漁業

資源への新たな漁獲圧 となることは明白であ

る｡｢釣 り｣や ｢プレジャ-ボー ト｣と協調して

新しい形で漁村が発展することは望ましいし､

また可能だと思われるが､本来の資源保護はど

うなるのかという問題は忘れてはならない｡要

は漁民と海洋レジャーとの協調だけではなく､

その背後には食料資源基地としての漁村のあり

方と､都市における市民とがいかにして共存し

ていくのかという大きな問題を含んでいるので

ある｡
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